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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号に関連付けられた複数のシンボルを生成し、
　前記シンボルを所定の周波数帯域幅にわたりトーンにマッピングし、
　前記マッピングの後で、前記所定の周波数帯域幅の一部を、前記信号の意図された受信
者に知られてない多数のトーンを有するガード帯域幅に置き換える無線伝送の方法。
【請求項２】
　前記置き換えることは、前記ガード帯域幅の前記トーンにマップされた１つ以上のシン
ボルをゼロにすることを含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ゼロにすることは、前記ガード帯域幅の前記トーンのエネルギーを実質的にゼロに
低減すること、および、前記ガード帯域幅の前記トーンを実質的にゼロエネルギーで変調
することの１つを含む請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記シンボルは、スーパフレームのプリアンブルのブロードキャストシンボルである請
求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記意図された受信者は、移動装置である請求項１記載の方法。
【請求項６】
　信号に関連付けられた複数のシンボルを生成することと、
　前記シンボルを所定の周波数帯域幅にわたりトーンにマッピングすることと、
　前記マッピングの後で、前記所定の周波数帯域幅の一部を、前記信号の意図された受信
者に知られてない多数のトーンを有するガード帯域幅に置き換えることと
　のために構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリとを具備する無線伝送装置。
【請求項７】
　前記置き換えることは、前記ガード帯域幅の前記トーンにマップされた１つ以上のシン
ボルをゼロにすることを含む請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記ゼロにすることは、前記ガード帯域幅の前記トーンのエネルギーを実質的にゼロに
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低減すること、および、前記ガード帯域幅の前記トーンを実質的にゼロエネルギーで変調
することの１つを含む請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記シンボルは、スーパフレームのプリアンブルのブロードキャストシンボルである請
求項６記載の装置。
【請求項１０】
　前記意図された受信者は、移動装置である請求項６記載の装置。
【請求項１１】
　信号に関連付けられた複数のシンボルを生成する手段と、
　前記シンボルを所定の周波数帯域幅にわたりトーンにマッピングする手段と、
　前記マッピングの後で、前記所定の周波数帯域幅の一部を、前記信号の意図された受信
者に知られてない多数のトーンを有するガード帯域幅に置き換えるために動作可能な手段
とを具備する無線伝送装置。
【請求項１２】
　前記置き換えることは、前記ガード帯域幅の前記トーンにマップされた１つ以上のシン
ボルをゼロにすることを含む請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記ゼロにすることは、前記ガード帯域幅の前記トーンのエネルギーを実質的にゼロに
低減すること、および、前記ガード帯域幅の前記トーンを実質的にゼロエネルギーで変調
することの１つを含む請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記シンボルは、スーパフレームのプリアンブルのブロードキャストシンボルである請
求項１１記載の装置。
【請求項１５】
　前記意図された受信者は、移動装置である請求項１１記載の装置。
【請求項１６】
　少なくとも１つのコンピュータを、
　信号に関連付けられた複数のシンボルを生成することと、
　前記シンボルを所定の周波数帯域幅にわたりトーンにマッピングすることと、
　前記マッピングの後で、前記所定の周波数帯域幅の一部を、前記信号の意図された受信
者に知られてない多数のトーンを有するガード帯域幅に置き換えることと
　のために構成するコードを具備する、無線伝送をサポートするコンピュータ読取可能な
記憶媒体。
【請求項１７】
　前記置き換えることは、前記ガード帯域幅の前記トーンにマップされた１つ以上のシン
ボルをゼロにすることを含む請求項１６記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項１８】
　前記ゼロにすることは、前記ガード帯域幅の前記トーンのエネルギーを実質的にゼロに
低減すること、および、前記ガード帯域幅の前記トーンを実質的にゼロエネルギーで変調
することの１つを含む請求項１７記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項１９】
　前記シンボルは、スーパフレームのプリアンブルのブロードキャストシンボルである請
求項１６記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項２０】
　前記意図された受信者は、移動装置である請求項１６記載のコンピュータ読取可能な記
憶媒体。
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